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1. 労務管理 長時間労働の最新事情 

８月２日に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直しが、閣議決定されました。政府は、時間外労働の上

限規制を徹底するなど、過労死につながる長時間労働の改善に、いっそう力を入れる方針です。本稿では、大綱の内容を

紹介するとともに、日本の長時間労働の現状について最新情報をお伝えします。 

 

１．新しい大綱 

大綱は、過労死等防止対策推進法に基づき、「過労

死ゼロ」を目指して、当面（約3年間）の取り組み計

画を定めたものです。今回の見直しは、令和3年に続

き3回目です。新しい大綱には、主に以下の取り組み

が明記されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※厚生労働省「『過労死等の防止のための対策に 

関する大綱』の変更について」 

 

平成26年6月に過労死等防止対策推進法が成立し、

さらに、平成31年4月から大企業に、令和2年4月から

は中小企業にも、時間外労働の上限規制が課されまし

た。これを受けて政府も長時間労働の削減に取り組ん

できたため、日本全体でみると、長時間労働は改善さ

れつつあります。 

 

 

例えば、総務省の労働力調査によると、１週間の労

働時間が60時間以上の人の割合は、令和5年に8.4％

にまで低下しました。 

 

【月末１週間の就業時間が 60 時間以上の 

雇用者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「労働力調査」 

 

今回の大綱の見直しは、取り組みのさらなる改善を

図り、長時間労働の是正を含め、過労死ゼロ社会の実

現に向け、いっそう力を注ぐための計画となります。 

 

２．労働基準監督署の監督指導 

一方、厚生労働省が今年7月25日に公表した「長時

間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指

導結果」によると、依然として、違法な長時間労働が 

後を絶たないことがわかります。 

 

・令和６年４月から、建設、自動車運転、医師等

にも適用された「時間外労働の上限規制」を徹

底する。 

・企業に雇われずに働くフリーランスを対象に、

安全衛生対策や健康管理の強化、労災保険の特

別加入拡大などに取り組む。 

・過労死の多発や長時間労働が指摘されている職

種・業種（重点業種等）に、芸術・芸能分野を

追加し、過労死の事案分析などを行う。 
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こんにちは。ようやく少し猛暑が和らぐ日があり、ほっとしております。さて、最

近、内閣府が主催した「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」

において、優勝した「残業から副業へ。すべての会社員を個人事業主にする（定時後

の残業相当分の業務を個人事業主の形式で行わせる）」というアイデアが話題となっ

ています。この提案については、「そんなことができるのか」と思われるかもしれま

せんが、重要なのは、契約の形式や名称にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労

務対称性などを勘案して判断する必要があるということです。終業時刻まで行って

いた業務を、終業後に個人事業主として引き続き行う場合でも、その労働関係に実

質的な変化がない場合、労働基準法上は引き続き労働者とみなされます。このため、

割増賃金の支払いやその他の労働基準関係法令に基づく対応が求められることは言

うまでもありません。それでは、今月もどうぞよろしくお願い致します。  安藤 

それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。 
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時間外労働の上限は、原則として月 45 時間、年 360

時間です。臨時で特別な事情がある場合でも、休日労

働を含め年 720 時間、単月 100 時間未満、複数月の

平均で 80 時間以内でなければなりません。月に 100

時間を超える時間外労働（休日労働含む）は、あって

はならないことです。 

 

３．さいごに 

 労働基準監督署の監督指導は、大企業だけでなく、 

 

 

中小零細企業に対しても行われます。悪質な違法残業 

が見つかれば、書類送検されることもあるので、注意

が必要です。 

長時間労働の改善は、過労死防止のためだけではあ

りません。限られた時間で効率よく働くことは、企業

の生産性を高めることにもつながります。今一度、自

社の残業や休日労働を改善できないか、チェックして

みることをお勧めします。 

 

１．仕事内容・働きやすさ重視 

アンケート調査の結果によると、シニア層が仕事探

しで最も重視しているのは、「仕事内容や職場の働きや

すさ」でした。60代男女全体の40.1％が「重視する」

と答えています。 

次いで「就業場所・通勤時間」が34.9％、「就労日数・

就業時間」が33.7％、「これまでの職業経験・知識を活

かせる」が32.5％という結果になっています。「給料」

は25.1％、「体力・体調に合っている」は22.7％にと

どまりました。 

 

 

２．60～64歳男性、週５日以上希望  

 「週に何日働きたいか」という質問では、男性の働

く意欲が高いことがうかがえます。次ページのグラフ

に示されている通り、「週６日」または「週５日」と

答えた男性は、60～64歳で計48.6％、65～69歳でも

計30.3％に上りました。 

「１日に何時間働きたいか」という質問でも、60～

64歳男性の70％が、「６～８時間程度」と回答してい

ます。 

 

 

■違法な時間外労働の実態 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和５年度の監督指導結果」 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 高 齢 者 60 代の就業ニーズ 

人手不足に悩む中小企業にとって、60 代のシニア層の活用は有効な解決策のひとつとなり得ます。本稿では、公益財

団法人産業雇用安定センターが、求職活動中の 60 代男女を対象に実施した「60 代シニア層の就業ニーズに関するアンケ

ート調査」（2023 年 11 月。男女各 500 人回答）の結果をもとに、働くことに関するシニア層の希望や意識についてお伝

えします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年4月～令和6年3月の1年間に、違法な長時間

労働が疑われる26,117事業場に対し、労働基準監督

署が監督指導を行いました。このうちの44.5％にあた

る11,610事業場で、実際に違法な時間外労働が見つ

かり、是正勧告書が交付されました。 

 

 

11,610事業場のうち3,417事業場で、月100時間

を超える時間外労働をした労働者がおり、そのうち

35事業場では、月200時間を超える時間外労働が確認

されました。 
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また、民間企業における仕事の希望度としては、「事

務補助・雑務」「一般事務」「商品仕分・梱包業務」な

どといった業務を希望する割合が比較的高くなって

います。一方で、人手不足の運輸、警備、介護福祉な

どの仕事であっても、ルート配送、福祉施設の間接業

務、夜勤なしといった業務に対しては一定数の希望者

がみられます。 

 

 

３．さいごに 

 企業には、65歳までの雇用機会の確保が義務付けら 

れ、70歳までの就業機会の確保も努力義務となってい

ます。これから60代以上の従業員が意欲的に、能力を

発揮しながら働けるよう、これまで以上の配慮が求め

られるでしょう。ぜひ、本稿で紹介したアンケート結

果を参考に、シニア層の就業ニーズを的確につかみ、

対策を立ててください。 

 

■週に何日働きたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１日に何時間働きたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公益財団法人産業雇用安定センター「60 代シニア層の就業ニーズに関するアンケート調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、２ページ目の「60 代の就業ニーズ」に関連する

豆知識をお伝えします。 

 

 

 
      

Q． 高齢者雇用について、参考になる他社の取り組みが知りたいです。 

A． 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の web サイト「高年齢者活躍企業事

例サイト」が参考になります。（https://www.elder.jeed.go.jp/） 

本サイトでは、各企業における高年齢者雇用についての様々な取り組み事例を検索することができます。その他にも、セ

ミナー・シンポジウム情報、イベント情報、お役立ちツールなどの情報も掲載されています。  
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✿事務所スタッフより✿ 

 

以前、このスタッフコーナーで、日本でシャチを飼育している水族館が「鴨川シ

ーワールド」と「名古屋港水族館」の 2 館のみであることを話題にしたのですが、

鴨川と名古屋にいたシャチが 1 頭ずつお引越ししました。日本でシャチと会える水

族館の 3 館目は、今年 6 月にオープンした「神戸須磨シーワールド」です。 

お引越ししたシャチは、もともと「鴨川シーワールド」で飼育されていた母娘のシャチ

ですが、今回、お引越しに合わせて「鴨川シーワールド」のトレーナーさんも一緒に異動

したので、早速「神戸須磨シーワールド」の新しい施設で、大迫力のシャチのショーを観ることができるようにな

りました。 

そのほかにも、シャチの生態を学べるオルカラボやシャチを見ながら食事ができるレストランなどもあり、近

くの綱敷天満宮ではシャチのお守りや海の生き物の御朱印が受けられるそうですので、シャチ好きには、見どころ

いっぱいです。（もちろんシャチ好き以外でもばっちり楽しめると思います。） 

ぜひ、「神戸須磨シーワールド」にも行ってみたいと思っています。          (金井) 

 

 

９月１日は防災の日ですね。皆様は防災備蓄完璧でしょうか。私は、何回か揃えようとチャレンジしては

いるのですが、中々揃え切れていない状況です。 

東京備蓄ナビ（年代・性別・人数で備蓄リスト出してくれる優れものサイトです！）のリスト等も参考に

するのですが、夏の猛暑対策は？冬の寒さ対策は？と、そこから風呂敷を広げ始め、収集が付かなくなって

しまうのが原因です。 

またリストが出来ても、取り出しやすい場所に収納して置きたいのに収

納場所がない！（風呂敷広げた結果なので自業自得なのですが）買う前に

収納場所の確保をしないと！となり、結果、収納用品や方法を探している

うちに力尽きて中途半端な揃え方で終わってしまうという…情けない状況

です。 

飲み水のローリングストックは何とか実行出来ておりますが、それでも

７日分と考えると必要量に達しておりません。７日分を確保した状態で回

せるようになる事が、小さいですが今の目標です。 

ちなみに先日、台風８号が近づいた時に一番危機感を持っていたのは１０１歳の祖母でした。 

室内靴をベッドの近くに置いてほしい、非常用トイレの用意はあるのか、浴槽に水を溜めておいた方がい

い等…聞いている方が食傷気味になるくらいに心配していました。 

さすが色々あった時代を生き抜いた人は違いますね…。心配のし過ぎも良くないので、ほどよく見習って

いきたいと思います。（野村） 
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